
役
場
出
張
所
は
土
曜
日
も
開

所
し
て
い
ま
す

　
町
内
に
は
２
か
所
の
役
場
出
張

所
が
あ
り
、
土
曜
日
も
住
民
票
・

印
鑑
証
明
・
戸
籍
謄
（
抄
）
本
等

の
証
明
書
発
行
を
行
っ
て
い
ま
す
。

発
行
の
み
の
場
合
は
、
出
張
所
の

ご
利
用
が
便
利
で
す
。

利
用
時
間
▼
９
時
～
12
時
、
13
時

～
17
時
15
分

休
日
▼
火
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
、

年
末
年
始
（
12
月
27
日
㈰
〜
令
和

3
年
1
月
5
日
㈫
）
、
施
設
休
館

日役
場
出
張
所
◀

・
け
ん
か
つ
１
階
７
２
７

−

０

１
９
１

・
ゆ
め
く
る
１
階
７
２
４

−

０

７
１
７

問　
住
民
課
内○
２
１
１
２

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
休

日
・
夜
間
交
付

　
仕
事
等
で
平
日
や
日
中
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
が

で
き
な
い
方
を
対
象
に
、
次
の
と

お
り
休
日
交
付
・
夜
間
交
付
を
実

施
し
ま
す
。

　
交
付
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
交

付
日
ま
で
の
開
庁
時
間
内
に
、
住

民
課
へ
電
話
で
予
約
を
し
て
く
だ

さ
い
。

●
休
日
交
付

日　

12
月
13
日
㈰
13
時
～
17
時

（
16
時
30
分
受
付
終
了
）

場　
住
民
課
窓
口

●
夜
間
交
付

日　
12
月
17
日
㈭
17
時
30
分
～
20

時
（
19
時
30
分
受
付
終
了
）

場　
住
民
課
窓
口

必
要
書
類
▼
交
付
通
知
書
（
は
が

き
）
、
本
人
確
認
書
類

※
必
要
書
類
は
申
請
者
に
よ
り
異

な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
電
話
予

約
時
に
ご
案
内
し
ま
す
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
以

外
の
業
務
は
実
施
し
て
い
ま
せ
ん
。

問　
住
民
課
内○
２
１
１
４

保
険
料
免
除
制
度

●
国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度

　
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

（
自
営
業
者
・
農
業
者
・
フ
リ
ー

タ
ー
な
ど
）
で
、
経
済
的
な
理
由

等
で
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
保

険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な

る
「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
納

付
猶
予
制
度
」
（
50
歳
未
満
の

方
）
が
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険
医

療
課
窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　
令
和
２
年
度
の
免
除
等
の
受
付

は
、
７
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
、

令
和
２
年
７
月
分
～
令
和
３
年
６

月
分
の
期
間
を
対
象
と
し
て
、
前

年
の
所
得
に
基
づ
き
審
査
を
行
い

ま
す
。
ま
た
、
申
請
が
で
き
る
過

去
期
間
に
つ
い
て
は
、
申
請
書
を

提
出
し
た
日
か
ら
２
年
１
か
月
前

ま
で
に
な
り
ま
す
。

※
失
業
や
災
害
な
ど
を
理
由
と
す

る
と
き
は
、
特
例
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
免
除
等
は
、
前
年
の
所
得
を
基

準
と
し
ま
す
の
で
、
所
得
の
申
告

は
忘
れ
ず
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
保
険
料
免
除
等
の
臨
時
特
例

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
収
入
が
減
少
し

た
方
に
対
す
る
保
険
料
免
除
等
の

「
臨
時
特
例
」
の
措
置
が
設
け
ら

れ
ま
し
た
。
詳
し
く
は
、
日
本
年

金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

問　
保
険
医
療
課
内○
２
１
７
３
、

年
金
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
０
５
７

０

−

０
０
３

−

０
０
４

国
民
健
康
保
険
高
額
療
養
費

の
支
給
対
象
と
な
る
方
へ

　
所
得
税
の
確
定
申
告
や
住
民
税

申
告
で
医
療
費
の
控
除
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合
は
、
支
払
っ
た
医

療
費
か
ら
高
額
療
養
費
で
戻
っ
て

き
た
額
を
差
し
引
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
高
額
療
養
費
12
月
診
療
分

の
支
給
額
の
ご
案
内
は
、
審
査
機

関
で
の
審
査
を
経
て
か
ら
支
給
額

を
算
出
す
る
た
め
、
令
和
３
年
２

月
下
旬
～
３
月
上
旬
頃
に
送
付
す

る
予
定
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

※
医
療
機
関
の
領
収
書
は
、
高
額

療
養
費
の
支
給
申
請
や
税
の
申
告

で
使
用
す
る
た
め
、
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。

問　
保
険
医
療
課
内○
２
１
７
２

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受

給
者
証
の
更
新

　
令
和
３
年
１
月
以
降
も
ひ
と
り

親
家
庭
等
医
療
費
の
受
給
対
象
と

な
っ
た
世
帯
に
対
し
、
新
し
い
受

下水道事業受益者負担金
納期のお知らせ

問　上下水道課
　　 ７２１－５５５５

第３期納期限

12月25日㈮
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内□…内容　　日□…日時　　場□…場所　　対□…対象　　定□…定員
持□…持ち物　費□…費用・参加費（記載のないものは無料）
講□…講師　　申□…申込み　問□…問合せ

給
者
証
を
、
12
月
下
旬
に
送
付
し

ま
す
。

　
な
お
、
毎
年
度
の
更
新
に
あ
た

り
現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
世
帯

に
は
、
別
途
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

問　
保
険
医
療
課
内○
２
１
７
４

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児

福
祉
手
当

●
特
別
障
害
者
手
当

対　
障
害
基
礎
年
金
１
級
程
度
の

障
が
い
が
重
複
す
る
な
ど
、
身
体

や
精
神
の
著
し
い
重
度
障
が
い
に

よ
り
、
日
常
生
活
で
常
時
特
別
の

介
護
が
必
要
な
状
態
と
認
め
ら
れ

る
20
歳
以
上
の
方

※
施
設
入
所
中
の
方
や
３
か
月
を

超
え
て
入
院
し
て
い
る
方
を
除
く

支
給
額
▼
月
額
２
万
7
，
3
5
0

円
（
所
得
制
限
あ
り
） 

●
障
害
児
福
祉
手
当

対　
20
歳
未
満
で
次
の
①
～
③
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
の
一
部

ま
た
は
２
級
の
一
部

②
療
育
手
帳
Ⓐ
相
当

③
精
神
障
が
い
や
血
液
疾
患
等
で

①
②
と
同
程
度
の
障
が
い
が
あ
る

※
施
設
入
所
中
の
方
や
障
が
い
を

支
給
事
由
と
す
る
年
金
を
受
給
し

て
い
る
方
を
除
く

支
給
額
▼
月
額
１
万
4
，
8
8
0

円
（
所
得
制
限
あ
り
） 

【
共
通
事
項
】

申　
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手

帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
、
本
人
名
義
の
預
（
貯
）
金

通
帳
の
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の
、

印
鑑
を
ご
持
参
の
う
え
、
福
祉
課

障
害
者
福
祉
係
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。

※
診
断
書
の
提
出
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、
現

在
受
給
資
格
の
あ
る
方
は
手
続
き

不
要
で
す
。

問　
福
祉
課
内○
２
１
２
２

土
地
や
家
屋
の
利
用
方
法
が

変
わ
っ
た
方
へ

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日
時
点
で
の
土
地
や
家
屋
の
利
用

状
況
を
も
と
に
算
出
し
て
お
り
、

例
年
現
地
調
査
を
年
末
年
始
に

行
っ
て
い
ま
す
。

　
次
の
事
項
に
該
当
す
る
方
は
、

翌
年
度
の
税
額
が
変
わ
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
の
で
、
町
に
ご
連
絡

を
お
願
い
し
ま
す
。

・
土
地
の
利
用
を
変
更
し
た
方

（
駐
車
場
な
ど
に
利
用
し
始
め
た

等
）

・
家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取

り
壊
し
た
方
（
家
屋
を
取
り
壊
し

た
が
滅
失
登
記
を
し
て
い
な
い
な

ど
、
登
記
が
残
っ
て
い
る
と
課
税

が
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
）

・
自
宅
を
店
舗
や
事
務
所
等
に
変

更
し
た
方

・
店
舗
や
事
務
所
等
を
居
住
用
に

変
更
し
た
方

問　
税
務
課
内○
２
１
５
４

歳
末
大
売
出
し
事
業
を
実
施

　
町
商
工
会
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で

の
厳
し
い
経
済
情
勢
を
打
破
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
期
間
中
加
盟
店

で
5
0
0
円
分
お
買
い
物
を
さ
れ

る
ご
と
に
富
く
じ
１
枚
を
差
し
あ

げ
る
歳
末
大
売
出
し
を
実
施
し
ま

す
。
詳
し
く
は
、
商
工
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日　
12
月
４
日
㈮
～
13
日
㈰

問　
伊
奈
町
商
工
会
７
２
２

−

３
７
５
１

〒362-0809　埼玉県北足立郡伊奈町中央五丁目333番地（所在地の変更はありません。） 商工葬祭 検索

問　上尾警察署 ７７３－０１１０

　上尾警察署では、皆様が年末年始を安心して過ご
せるよう、警察力を結集して犯罪の予防、警戒およ
び取締り活動を強化します。
　管内では特殊詐欺被害が後を絶ちません。詐欺の
手口を知っていても、犯人からの電話に出て騙され
ているのが実態です。こうした被害を防ぐには、防
犯機能付電話機の設置、在宅時における留守番電話
の設定が効果的です。年末年始のご家族で集まる機
会に、ぜひ、振り込め詐欺について話し合いをし、
詐欺被害を防ぎましょう。
　また、年末年始には、留守を狙った「空き巣」被
害が多発する傾向がありますので、外出時は確実に
施錠するなど防犯対策を行い、犯罪の被害に遭わな
いよう気をつけましょう。

年末年始
特別警戒取締り実施
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